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　人権保障への取組は、これまで国際的に様々な形でなされてきたにもかかわ
らず、世界各地では人種差別や地域紛争に伴う顕著な人権侵害、難民の発生など、
依然として人権に関する深刻な問題があります。日本においても、女性、子ど
もたち、高齢者、障害のある人たち、同和問題、外国籍の人たち、ＨＩＶ感染
者等の人たち、ハンセン病元患者の人たち、犯罪被害者等、インターネットに
よる人権侵害、性的少数者の人たち、刑を終えて出所した人たち、また、北朝
鮮当局による拉致被害者など人権に関する様々な問題が存在しています。

１　国連及び国の動向
（1）　国連の取組
　１９４８年（昭和２３年）に、国際連合（以下「国連」という。）において「世
界人権宣言」が採択されました。その前文の中では、｢人類社会のすべての構成
員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界に
おける自由、正義及び平和の基礎である…」と述べられています。
　また、その第 1 条では、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、か
つ、尊厳と権利とについて平等である。」と宣言しています。これ以降、「経済的、
社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）」、「市民的及び政治的権
利に関する国際規約（自由権規約）」（両者合わせて「国際人権規約」という。）
や「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」、

「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」、「あらゆる形態の人種差別の
撤廃に関する条約（人種差別撤廃条約）」など多くの人権に関する条約が採択さ
れるとともに、「国際婦人年」、「国際児童年」、「国際障害者年」、「国際高齢者年」
など重要なテーマごとに国際年が定められ、人権が尊重される世界の実現をめ
ざした取組が進められてきました。
　このような国連の人権に対する取組は次第に強化され、１９９４年（平成６年）
に開催された国連総会において、１９９５年（平成７年）から２００４年（平成
１６年）までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」とする決議とその行
動計画が採択されました。
　さらに、２００４年（平成１６年）に開催された国連総会において、２００５
年（平成１７年）から「人権教育のための世界計画第１フェーズ」に取り組
むことが決議されました。この計画は、初等中等教育をテーマとしたもので、
２０１０年（平成２２年）からは、主に高等教育をテーマとした「人権教育のた
めの世界計画第２フェーズ」に、２０１５年（平成２７年）からは、以前の２つ
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のフェーズの実施を強化し、メディア専門家とジャーナリストへの人権研修を
テーマとした「人権教育のための世界計画第３フェーズ」に、そして２０２０年

（令和２年）からは、青少年のための人権教育をテーマとした「人権教育のため
の世界計画第４フェーズ」に取り組んでいます。
　このように、人権教育は国際社会が協力して取り組むべき基本的課題となっ
ています。

（2）　国の取組
　我が国は国際社会の一員として、「国際人権規約」をはじめ、「女子差別撤廃
条約」、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」など人権に関する多く
の条約を締結してきました。「人権教育のための国連１０年」の決議を受け、平
成７年には内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連１０年推進本
部」が設置され、平成９年には「『人権教育のための国連１０年』に関する国内
行動計画」が策定されました。　
　平成１２年には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、
人権教育・啓発の理念や、国、地方公共団体及び国民の責務が明らかになりま
した。この法律に基づき、平成１４年には、人権教育・啓発を総合的かつ計画
的に推進するため、「人権教育・啓発に関する基本計画」が閣議決定されました。
　この計画には、重要課題である「女性」「子ども」「高齢者」「障害者」「同和
問題」「アイヌの人々」「外国人」「ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等」をめぐる
様々な人権問題における取組が記されていますが、平成２３年には、さらに「北
朝鮮当局による拉致問題等」が加わりました。
　学校教育に関しては、文部科学省において、平成１５年に「人権教育の指導
方法等に関する調査研究会議」が設置され、人権についての理解を深めるとと
もに、人権感覚を十分に身に付けることをめざして人権教育の指導方法等の在
り方を中心に検討を行いました。そして、平成１６年には、「人権教育の指導方
法等の在り方について〔第一次とりまとめ〕」を公表し、人権教育とは何かとい
うことを分かりやすく示すとともに、学校教育における指導の改善・充実に向
けた視点を示しました。
　また、平成１８年には、指導方法等の工夫・改善のための理論的指針を示し
た〔第二次とりまとめ〕を公表し、平成２０年には、〔第二次とりまとめ〕が示
した理論の理解を深めるため、具体的な実践例等の資料を収集・掲載した、〔第
三次のとりまとめ〕（「指導等の在り方編」と「実践編」の二編）を公表しました。
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２　群馬県の取組
　県教育委員会では、平成１４年１月に「群馬県人権教育の基本方針」を決定
しました。この基本方針のもと、平成１６年１月に「群馬県人権教育推進計画（学
校教育・社会教育）」を策定し、人権一般の普遍的な視点からの取組、各人権課
題に対する取組及び推進体制等について、総合的かつ計画的な推進を行ってき
ました。
　そして、平成１９年３月に、学校教育及び社会教育 ･ 家庭教育における取組
の方向性を示した ｢群馬県人権教育充実指針｣ を策定するとともに、平成２２
年には「人権教育の取組の充実について（通知）」を発出し､ 学校及び関係機関
等における具体的な取組について示しました。
　平成２４年３月には、人権重要課題１１項目に対して、小学校及び中学校、
高等学校における学習指導要領との関連を示した「人権教育推進資料」を作成し、
授業で取り組むべき内容を明らかにしました。
　また、群馬県においては、平成１２年に「人権教育のための国連１０年群馬
県行動計画」を策定し、人権を習慣・文化として日常生活に定着させ、すべて
の県民が一人一人の人権を尊重した考え・行動をとることができる社会の実現
をめざし、各種人権教育・啓発事業を積極的に推進してきました。　
　さらに、平成１７年３月には、その成果と課題を踏まえ、「人権教育・啓発の
推進に関する群馬県基本計画」を策定しました。その後、令和６年３月には社
会情勢の変化等を踏まえ「第２次人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」
を策定し、人権重要課題１１項目を１４項目へと改めました。
  この基本計画には、重要課題として盛り込んだ１４項目の各人権課題におけ
る現状と課題、施策の方向性が示されています。また、人権を単に知識として
学ぶだけでなく、日常生活において態度や行動に表れるよう、家庭や地域社会、
学校、企業・団体等における人権教育・啓発の現状と課題、今後の取組なども
示されています。
　基本計画の進捗状況等については、毎年、人権問題にかかわる有識者や学識
経験者を委員とした「群馬県人権教育・啓発推進懇談会」を開催し、この懇談
会を通じた意見の把握と情報公開に努め、県民の意見を反映した人権教育・啓
発の推進に努めています。


